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私立高等学校生徒等奨学給付金事業概要 

 

第１ 事業目的及び内容 

 １ 事業目的 

   全ての意志ある私立の高等学校等の生徒等が安心して教育を受けられるよう、授業料以外の教

育費負担を軽減するため、高校生等がいる低所得世帯を対象に給付金を給付するもの。 

 

 ２ 事業内容 

  (１) 支給要件 

    ① 非課税世帯であること（家計急変世帯にあっては非課税相当世帯であること）。 

    ② 保護者、親権者等が県内に在住していること。 

    ③ 就学支援金又は専攻科支援金の支給対象である学校に在学しているもの（特別支援学校高

等部生徒を除く）であること。 

    ④ 平成26年４月１日以降に入学したものであること。 

  (２) 給付額（年額） 

世帯区分 
１人当たりの 

給付額 

(１)生活保護（生業扶助）を受給している世帯 52,600円 

保護者等全員の道府県民税所得割額及び市町村民所得割額が非課税である世帯 

（（１）の場合を除く） 

 

(２)全日制の高等学校等に在学する高校生等（第１子） 129,600円 

(３)通信制の高等学校等に在学する高校生等 

（第１子、第２子以降も同様） 
50,100円 

(４)・当該世帯に扶養されている兄弟姉妹で２人目以降の全日制の

高等学校等に通う高校生等 

・高校生等以外に１５歳（中学生を除く。）以上２３歳未満の

扶養されている兄弟姉妹がいる全日制の高校生等 

150,000円 

保護者等全員の道府県民税所得割額及び市町村民所得割額が非課税である世帯 

（（１）の場合を含む） 

 （５）高等学校等専攻科に在学する生徒 50,100円 

 

  (３) 基準日 

     給付を受けようとする年度の７月１日 

※ 基準日に休学中の高校生等（ただし、当該年度の４月１日から６月30日までの間に休学 

していない在学期間がある者を除く。）に係る給付金は給付しないものとする。  

なお、基準日に休学中の高校生等が、当該年度の 12月 31日までに復学し、給付の申請 

をする場合には、当該高校生等に係る給付金を給付できるものとする。 
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（４）前倒し給付 

   低所得世帯の高校生等が特に負担の大きい入学時に必要な支援を受けることができる

ように、新入生に対する４～６月分に相当する額の前倒し給付を行う。 

 ア ４～６月分について 

   ４月１日現在の状況により判断し、給付額（年額）に四分の一を乗じた額を給付する。 

 イ ７～３月分について 

   ７月１日現在の状況により判断し、給付額（年額）から４～６月分を差し引いた額を給 

付する。 

 

（５）家計急変世帯への支援 

    家計急変により保護者等の収入が減少した世帯を給付対象とする。 

  ア 収入基準 

    家計急変発生後１年間の年収見込額を推計し、以下の表により判断する。 

区分 収入見込額 

１人世帯（扶養なし） 1,000,000円以下 

２人世帯（１人扶養） 1,703,999円以下 

３人世帯（２人扶養） 2,215,999円以下 

４人世帯（３人扶養） 2,715,999円以下 

５人世帯（４人扶養） 3,215,999円以下 

 

イ 家計状況の確認書類 

①  保護者等の家計急変の発生事由を証明する書類（離職票、雇用保険受給資格者証、解  

雇通告書、破産宣告通知書、廃業等届出など） 

② 家計急変前及び家計急変後の収入を証明する書類（課税証明書の写し等（家計急変前）、

会社作成の給与見込、直近の給与明細、税理士又は公認会計士の作成した証明書類など

（家計急変後）） 

 

 （６）非課税世帯であることの確認方法について 

    就学支援金において既に個人番号利用目的同意書を提出している場合、マイナンバー 

により確認することとする。 

    ただし、新入生に対する前倒し給付を受ける場合は、課税証明書によることとする。 

 

第２ 令和３年度の改正内容（予定） 

 

１ 特例的追加支援期間の終了 

  令和２年度において、新型コロナウイルス感染症の影響により生活が困窮している高校生等に必

要な教育費の特例的追加支援が表１のとおり行われたところであるが、国要綱附則において令和２

年度に限定していた措置期間が終了したため、当該追加支援に係る県要綱の規定を削除するもの。 
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【表１】令和２年度の単価 

世帯区分 ①通常分 
②追加支援分（今回削除） ③合計 

（①＋②） 通信費 上乗せ支給 

非課税世帯 

（家計急変世

帯を含む） 

通信制以外  

第１子の高校生等 
103,500円 10,000円 26,100円 139,600円 

通信制の高校生等 38,100円 10,000円 12,000円 60,100円 

通信制以外  

第２子以降の高校生等 
138,000円 10,000円 12,000円 160,000円 

専攻科の高校生等 38,100円 10,000円 12,000円 60,100円 

 

２ 令和３年度単価の増額 

  国が定める世帯ごとの単価について、表２のとおり改正（令和２年度の上乗せ支給相当額が通常

分として増額）が行われたことから、県要綱の単価を改正するもの。 

 

【表２】令和３年度の単価 

世帯区分 
①改正前 

通常分 

②令和３年度増額分 ③改正後

通常分 

（①＋②） 給付額の増 通信費分の増 

非課税世帯 

（家計急変世

帯を含む） 

通信制以外  

第１子の高校生等 
103,500円 14,100円 12,000円 129,600円 

通信制の高校生等 38,100円 0円 12,000円 50,100円 

通信制以外  

第２子以降の高校生等 
138,000円 0円 12,000円 150,000円 

専攻科の高校生等 38,100円 0円 12,000円 50,100円 
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第３ 申請手続き 

 １ 生徒が県内の高等学校等に在学し、保護者が県内に居住している場合 

① 保護者が申請書類等を高等学校へ提出 

② 学校は申請書類等を取りまとめ、学事振興課へ進達 

③ 学事振興課が申請書類等を審査、認定、給付 

④ 学事振興課が申請者に認定・不認定通知を発付 

⑤ 学事振興課は学校に対し、認定結果を通知 

 

                ①申請書提出 

 

 

                       ②進達 

 

         ③給付 

（代理受領の場合は学校へ）                 ⑤認定結果を通知 

         ④通知     ③審査、認定 

 

 

 

 

２ 生徒が県外の高等学校等に在学し、保護者が県内に居住している場合 

① 保護者が申請書類等を学事振興課へ提出 

② 学事振興課は申請書類等を審査、認定 

③ 学事振興課は認定結果を申請者に通知、給付金を給付 

 

                  ①申請          ②審査、認定 

 

 

                 ③通知、給付 

 

 ３ 生徒が県内の高等学校等に在学し、保護者が県外に居住している場合 

保護者が居住する都道府県の定める給付要綱に基づき当該都道府県に申請するものとする。 

 

第４ 令和３年度のスケジュール（予定） 

令和３年度のスケジュールは以下のとおり予定していること。 

(１) ６月～  新入生に対する前倒し給付に係る申請受付 

(２) ７月     上記に係る給付決定 

(３) ７月～８月  申請受付 

(４) 10月～11月  給付決定 

 ※ 家計急変は随時受付 

申請者 私立学校 

学事振興課 

申請者 学事振興課 


